
京 都 大 学 組 換 え Ｄ Ｎ Ａ 実 験 等 安 全 管 理 規 程 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 
 （前 略） 

 （委員会） 

第５条 本学に京都大学組換えＤＮＡ実験安全委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ （略） 

３ 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 

(1) 組換えＤＮＡ実験に係る研究領域の教授又は

准教授 若干名 

(2) 前号以外の自然科学の研究領域の教授又は准

教授及び人文・社会科学の研究領域の教授又は准

教授 若干名 

(3) 環境安全保健機構健康管理部門長 

(4) 研究推進部長 

(5) その他総長が必要と認める者 若干名 

４～１１ （略） 
 （後 略） 

 
（委員会） 

第５条  

 

２  

３  

(1)  

 

(2)  

 

 

(3) 環境安全保健機構産業厚生部門長 

(4)  

(5)  

４～１１ 
 

   附 則 
 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 

（同 左） 

（同 左） 


